
議 第 ５ ４ 号  

 

税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と

す る 。  

令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ６ 月 ６ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 税 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 （ 昭 和 ３ ５ 年 条 例 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ９ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 交 付 」 の 次 に 「 （ 法 第 ３ ８ ２ 条 の ４ に 規 定

す る 当 該 証 明 書 に 住 所 に 代 わ る 事 項 の 記 載 を し た も の の 交 付 を 含

む 。 ） の 」 を 加 え る 。  

第 ２ １ 条 第 ４ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

４  前 項 の 規 定 は 、 前 年 分 の 所 得 税 に 係 る 第 ２ ５ 条 の ３ 第 １ 項 に

規 定 す る 確 定 申 告 書 に 特 定 配 当 等 に 係 る 所 得 の 明 細 に 関 す る 事 項

そ の 他 法 施 行 規 則 に 定 め る 事 項 の 記 載 が あ る と き は 、 当 該 特 定 配

当 等 に 係 る 所 得 の 金 額 に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

第 ２ １ 条 第 ６ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

６  前 項 の 規 定 は 、 前 年 分 の 所 得 税 に 係 る 第 ２ ５ 条 の ３ 第 １ 項 に

規 定 す る 確 定 申 告 書 に 特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 に 係 る 所 得 の 明

細 に 関 す る 事 項 そ の 他 法 施 行 規 則 に 定 め る 事 項 の 記 載 が あ る と

き は 、 当 該 特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 に 係 る 所 得 の 金 額 に つ い て

は 、 適 用 し な い 。  

第 ２ ２ 条 の ８ 第 １ 項 中 「 特 定 配 当 等 申 告 書 」 を 「 確 定 申 告 書 」
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に 、 「 特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 申 告 書 」 を 「 確 定 申 告 書 」 に 改 め 、

同 条 第 ２ 項 中 「 申 告 書 に 係 る 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 」 を 「 確 定 申

告 書 に 係 る 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 」 に

改 め る 。  

第 ２ ５ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 中 「 所 得 税 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ ３

号 の ４ に 規 定 す る 源 泉 控 除 対 象 配 偶 者 」 を 「 所 得 割 の 納 税 義 務 者

（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） の

法 第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ ０ 号 の ２ に 規 定 す る 自 己 と 生 計 を 一

に す る 配 偶 者 （ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に

限 る 。 ） で 控 除 対 象 配 偶 者 に 該 当 し な い も の 」 に 改 め る 。  

第 ２ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 中 「 附 記 さ れ た 事 項 」 を 「 付 記 さ れ た 事

項 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 附 記 し 」 を 「 付 記 し 」 に 改 め る 。  

第 ２ ５ 条 の ３ の ２ の 見 出 し 中 「 扶 養 親 族 申 告 書 」 を 「 扶 養 親 族

等 申 告 書 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２ 号 を

第 ３ 号 と し 、 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

⑵  所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金 額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 下 で

あ る も の に 限 る 。 ） の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 法 第 ３ １

３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 青 色 事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の で 同 項 に

規 定 す る 給 与 の 支 払 を 受 け る も の 及 び 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 事

業 専 従 者 に 該 当 す る も の を 除 き 、 合 計 所 得 金 額 が １ ３ ３ 万 円 以

下 で あ る も の に 限 る 。 次 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） の 氏 名  

第 ２ ５ 条 の ３ の ３ の 見 出 し 中 「 扶 養 親 族 申 告 書 」 を 「 扶 養 親 族

等 申 告 書 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 「 あ っ て 、 」 の 次 に 「 特 定 配 偶

者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る

も の に 限 る 。 ） の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 退 職 手 当 等 （ 第

４ ０ 条 の ２ に 規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円

以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を い う 。 第 ２ 号 に お い て 同 じ 。 ） 又

は 」 を 、 「 控 除 対 象 扶 養 親 族 」 の 次 に 「 で あ っ て 退 職 手 当 等 に 係

る 所 得 を 有 し な い 者 」 を 加 え 、 同 項 中 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２

号 を 第 ３ 号 と し 、 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

⑵  特 定 配 偶 者 の 氏 名  
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  第 ４ ０ 条 の ７ 中 「 第 ２ 条 第 ４ 項 た だ し 書 」 を 「 第 ２ 条 第 ３ 項 た だ

し 書 」 に 改 め る 。  

第 ６ １ 条 の ２ 第 １ 項 中 「 閲 覧 の 手 数 料 」 を 「 閲 覧 （ 法 第 ３ ８ ２

条 の ４ に 規 定 す る 固 定 資 産 課 税 台 帳 に 住 所 に 代 わ る 事 項 の 記 載 を

し た も の の 閲 覧 を 含 む 。 ） の 手 数 料 」 に 改 め る 。  

  第 ６ １ 条 の ３ 第 １ 項 中 「 交 付 」 の 次 に 「 （ 法 第 ３ ８ ２ 条 の ４ に 規

定 す る 当 該 証 明 書 に 住 所 に 代 わ る 事 項 の 記 載 を し た も の の 交 付 を

含 む 。 ） の 」 を 加 え る 。  

附 則 第 ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 中 「 令 和 １ ５ 年 度 」 を 「 令 和 ２ ０ 年

度 」 に 、 「 令 和 ３ 年 」 を 「 令 和 ７ 年 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

２  前 項 の 規 定 の う ち 、 租 税 特 別 措 置 法 第 ８ 条 の ４ 第 ２ 項 に 規 定

す る 特 定 上 場 株 式 等 の 配 当 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 上 場

株 式 等 の 配 当 等 」 と い う 。 ） に 係 る 配 当 所 得 に 係 る 部 分 は 、 市

民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 分 の 所 得 税 に つ い て 特 定 上 場

株 式 等 の 配 当 等 に 係 る 配 当 所 得 に つ き 同 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用

を 受 け た 場 合 に 限 り 適 用 す る 。  

附 則 第 １ ６ 条 の ２ 第 ３ 項 中 「 、 第 ３ ７ 条 の ８ 又 は 第 ３ ７ 条 の

９ 」 を 「 又 は 第 ３ ７ 条 の ８ 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ８ 条 の ３ の ２ 第 ４ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

４  前 項 後 段 の 規 定 は 、 特 例 適 用 配 当 等 に 係 る 所 得 が 生 じ た 年 分

の 所 得 税 に 係 る 第 ２ ５ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 確 定 申 告 書 に 前

項 後 段 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 旨 の 記 載 が あ る と き に 限

り 、 適 用 す る 。  

附 則 第 １ ８ 条 の ３ の ３ 第 ４ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

４  前 項 後 段 の 規 定 は 、 条 約 適 用 配 当 等 に 係 る 所 得 が 生 じ た 年 分

の 所 得 税 に 係 る 第 ２ ５ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 確 定 申 告 書 に 前

項 後 段 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 旨 の 記 載 が あ る と き に 限

り 、 適 用 す る 。  

附 則 第 １ ８ 条 の ３ の ３ 第 ６ 項 中 「 年 の 翌 年 の ４ 月 １ 日 の 属 す る

年 度 分 の 」 を 「 年 分 の 所 得 税 に 係 る 」 に 、 「 条 約 適 用 配 当 等 申 告

書 に こ の 項 」 を 「 確 定 申 告 書 に こ の 項 」 に 改 め 、 「 （ 条 約 適 用 配
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当 等 申 告 書 に こ れ ら の 記 載 が な い こ と に つ い て や む を 得 な い 理 由

が あ る と 市 長 が 認 め る と き を 含 む 。 ） 」 を 削 る 。  

附 則 第 ３ １ 条 中 「 。 次 条 に お い て 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

特 例 法 」 と い う 。 」 を 削 る 。  

附 則 第 ３ ２ 条 及 び 第 ３ ３ 条 を 削 る 。  

 （ 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ３ 年 条 例 第

３ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 の う ち 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 第 ２ ５ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 改

正 規 定 中 「 控 除 対 象 扶 養 親 族 を 除 く 」 を 「 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者 」

を 「 扶 養 親 族 （ 」 の 次 に 「 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者 又 は 」 を 加 え 、

「 有 し な い 者 を 除 く 」 を 「 有 す る 者 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

⑴   第 １ 条 中 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 第 ２ １ 条 第 ４ 項 及 び 第 ６ 項 、 第

２ ２ 条 の ８ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 、 第 ２ ５ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 、

第 ２ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 並 び に 第 ４ ０ 条 の ７ の 改 正 規 定

並 び に 同 条 例 附 則 第 １ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 、 第 １ ８ 条 の ３ の ２ 第 ４

項 並 び に 第 １ ８ 条 の ３ の ３ 第 ４ 項 及 び 第 ６ 項 の 改 正 規 定 並 び に

附 則 第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定  令 和 ６ 年 １ 月 １ 日  

⑵  第 １ 条 中 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 第 ９ 条 の ２ 第 ２ 項 、 第 ６ １ 条 の

２ 第 １ 項 及 び 第 ６ １ 条 の ３ 第 １ 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 及 び 附

則 第 ４ 条 の 規 定  民 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ３ 年 法 律

第 ２ ４ 号 ） 附 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 令 和 ６

年 ４ 月 １ 日 ）  

（ 納 税 証 明 書 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 （ 以 下 「 新

条 例 」 と い う 。 ） 第 ９ 条 の ２ 第 ２ 項 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律

第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ３ ８ ２ 条 の ４ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 前

条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に さ れ る 同 法 第 ２ ０ 条 の １
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０ の 規 定 に よ る 証 明 書 の 交 付 に つ い て 適 用 す る 。  

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  新 条 例 第 ２ ５ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の

日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 支

払 を 受 け る べ き 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 給 与 に つ い て 提 出 す る 同 項

及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 申 告 書 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 支

払 を 受 け る べ き 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例

（ 次 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ ５ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 に

規 定 す る 給 与 に つ い て 提 出 し た 同 項 及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 申

告 書 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  新 条 例 第 ２ ５ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 支 払 を 受

け る べ き 所 得 税 法 （ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第 ３ ３ 号 ） 第 ２ ０ ３ 条 の ６ 第

１ 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 同 法 第 ２ ０ ３ 条 の ７ の 規 定 の 適 用 を

受 け る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い

う 。 ） に つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 ２ ５ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す

る 申 告 書 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金

等 に つ い て 提 出 し た 旧 条 例 第 ２ ５ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 申

告 書 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  附 則 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 税 条

例 の 規 定 中 個 人 の 市 民 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 ６ 年 度 以 後 の 年 度

分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ５ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市

民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ４ 条  新 条 例 第 ６ １ 条 の ２ 第 １ 項 （ 地 方 税 法 第 ３ ８ ２ 条 の ４ に 係 る

部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 附 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行

の 日 以 後 に さ れ る 同 法 第 ３ ８ ２ 条 の ２ の 規 定 に よ る 固 定 資 産 課 税

台 帳 （ 同 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 措 置 を 講 じ た も の を 含

む 。 ） の 閲 覧 に つ い て 適 用 す る 。  

２  新 条 例 第 ６ １ 条 の ３ 第 １ 項 （ 地 方 税 法 第 ３ ８ ２ 条 の ４ に 係 る 部 分

に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 附 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日

以 後 に さ れ る 同 法 第 ３ ８ ２ 条 の ３ の 規 定 に よ る 証 明 書 （ 同 条 た だ

し 書 の 規 定 に よ る 措 置 を 講 じ た も の を 含 む 。 ） の 交 付 に つ い て 適

5



用 す る 。  
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参
考

資
料

 

新
潟

県
柏

崎
市

税
条

例
（

昭
和

３
５

年
３

月
２

５
日

条
例

第
１

０
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
納
税
証
明
書
の
交
付
手
数
料
）
 

（
納
税
証
明
書
の
交
付
手
数
料
）
 

第
９
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
納
税
証
明
書
の
交
付
（
法
第
38
2条

の
４
に
規
定
す
る
当
該
証
明
書
に
住
所
に
代
わ
る
事

項
の
記
載
を
し
た
も
の
の
交
付
を
含
む
。
）
の
手
数
料
は
、
証
明
書
１
枚
ご
と
に
30
0円

と
す
る
。

た
だ
し
、
道
路
運
送
車
両
法
第
97
条
の
２
に
規
定
す
る
証
明
書
に
つ
い
て
は
手
数
料
を
徴
し
な
い
。
 

第
９
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
納
税
証
明
書
の
交
付
手
数
料
は
、
証
明
書
１
枚
ご
と
に
30
0円

と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路

運
送
車
両
法
第
97
条
の
２
に
規
定
す
る
証
明
書
に
つ
い
て
は
手
数
料
を
徴
し
な
い
。
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

第
21
条
 
（
略
）
 

第
21
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
の
規
定
は
、
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
第
25
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
特

定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
法
施
行
規
則
に
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

４
 
前
項
の
規
定
は
、
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分

の
特
定
配
当
等
申
告
書
（
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
次
に
掲
げ

る
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す

る
事
項
そ
の
他
法
施
行
規
則
に
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
特
定
配
当
等
申
告
書
に
そ
の
記

載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当

該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
申

告
書
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に

記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

第
25
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

第
25
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
に
掲
げ
る
申
告

書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
確
定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

６
 
前
項
の
規
定
は
、
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
第
25
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
特

定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
法
施
行
規
則
に
定
め
る
事
項

の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。
 

６
 
前
項
の
規
定
は
、
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
４
月
１
日
の

属
す
る
年
度
分
の
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
申
告
書
（
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
特
定
株
式

等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
法
施
行
規
則
に
定
め
る
事
項
の
記
載

が
あ
る
と
き
（
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係

る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
第
２
号
に

7



 

改
正
後
 

改
正
前
 

掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

第
25
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

(２
) 

第
25
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
に
掲
げ
る
申
告

書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
確
定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

 

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
）
 

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
）
 

第
22
条
の
８
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
第
21
条
第
４
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
記
載
し
た
特

定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
法
第
２
章
第

１
節
第
５
款
の
規
定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
又
は
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告

書
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
特
定
株

式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い
て
同
節
第
６
款
の
規
定
に
よ
り
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
を
課
さ
れ
た
場

合
に
は
、
当
該
配
当
割
額
又
は
当
該
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
５
分
の
３
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、

第
22
条
の
３
及
び
前
３
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

第
22
条
の
８
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
第
21
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
申
告
書
に
記
載

し
た
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
法
第

２
章
第
１
節
第
５
款
の
規
定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
又
は
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
特

定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
申
告
書
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の

計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い
て
同
節
第
６
款
の
規
定
に
よ
り
株
式
等

譲
渡
所
得
割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
配
当
割
額
又
は
当
該
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
５
分

の
３
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
22
条
の
３
及
び
前
３
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
額
で
同
項
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
金
額
は
、
令
第
48
条
の
９
の

３
か
ら
第
48
条
の
９
の
６
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
納
税
義
務
者
に
対
し
そ
の
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
金
額
を
還
付
し
、
又
は
当
該
納
税
義
務
者
の
同
項
の
確
定
申
告
書
に
係

る
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
若
し
く
は
市
民
税
に
充
当
し
、
若
し
く

は
当
該
納
税
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
額
で
同
項
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
金
額
は
、
令
第
48
条
の
９
の

３
か
ら
第
48
条
の
９
の
６
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
納
税
義
務
者
に
対
し
そ
の
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
金
額
を
還
付
し
、
又
は
当
該
納
税
義
務
者
の
同
項
の
申
告
書
に
係
る
年

度
分
の
個
人
の
県
民
税
若
し
く
は
市
民
税
に
充
当
し
、
若
し
く
は
当
該
納
税
義
務
者
の
未
納
に
係
る

徴
収
金
に
充
当
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

第
25
条
の
２
 
第
12
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
15
日
ま
で
に
法
施
行
規
則
第
５
号
の
４

様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
31
7条

の

６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す

る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者

で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な

か
っ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額

（
令
第
48
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命

第
25
条
の
２
 
第
12
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
15
日
ま
で
に
法
施
行
規
則
第
５
号
の
４

様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
31
7条

の

６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す

る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者

で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な

か
っ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額

（
令
第
48
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命

8



 

改
正
後
 

改
正
前
 

保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
割
の
納

税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
90
0万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
31
4条

の
２

第
１
項
第
10
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
95

万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
若
し
く
は
法
第
31
4条

の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ

て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
31
3条

第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金

額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
22
条

の
６
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い

う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の

所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
税
法
第

２
条
第
１
項
第
33
号
の
４
に
規
定
す
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は

法
第
31
4条

の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若

し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
31
3条

第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条

第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
22
条
の
６
の
規
定
に
よ

り
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ

た
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
～
８
 
（
略
）
 

 

２
～
８
 
（
略
）
 

 

第
25
条
の
３
 
（
略
）
 

第
25
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
本
文
の
場
合
に
は
、
当
該
確
定
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
法
施
行
規
則
第
２
条
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
の
う
ち
法
第
31
7条

の
２
第
１
項
各
号
又
は
第
３
項
に
規
定
す

る
事
項
に
相
当
す
る
も
の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
付
記
さ
れ
た
事
項
は
、
前
条
第
１
項
又
は
第
２

項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
 
前
項
本
文
の
場
合
に
は
、
当
該
確
定
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
法
施
行
規
則
第
２
条
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
の
う
ち
法
第
31
7条

の
２
第
１
項
各
号
又
は
第
３
項
に
規
定
す

る
事
項
に
相
当
す
る
も
の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
附
記
さ
れ
た
事
項
は
、
前
条
第
１
項
又
は
第
２

項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
第
１
項
本
文
の
場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
者
は
、
当
該
確
定
申
告
書
に
、
法
施
行
規

則
第
２
条
の
３
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

３
 
第
１
項
本
文
の
場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
者
は
、
当
該
確
定
申
告
書
に
、
法
施
行
規

則
第
２
条
の
３
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
25
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第
19
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を

有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
支
払
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る

日
の
前
日
ま
で
に
、
法
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
25
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第
19
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を

有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
支
払
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る

日
の
前
日
ま
で
に
、
法
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
1,
00
0万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第
31
3条

第
３
項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当

す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も
の
及
び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事
業

専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
合
計
所
得
金
額
が
13
3万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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改
正
後
 

改
正
前
 

条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_＿

＿
＿
＿
 

(３
)・

(４
) 

（
略
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
25
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
20
3条

の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税

法
第
20
3条

の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計

所
得
金
額
が
90
0万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
退
職

手
当
等
（
第
40
条
の
２
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い

う
。
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等
に

係
る
所
得
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給

者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所

得
税
法
第
20
3条

の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公

的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で

に
、
法
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公

的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
25
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
20
3条

の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税

法
第
20
3条

の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）

を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有

す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
20
3条

の
６
第
１
項
に
規
定

す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら

毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
法
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

特
定
配
偶
者
の
氏
名
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
)・

(４
) 

（
略
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

（
特
別
徴
収
税
額
の
納
入
の
義
務
等
）
 

（
特
別
徴
収
税
額
の
納
入
の
義
務
等
）
 

第
40
条
の
７
 
前
条
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
際
、
そ
の
退
職
手
当
等
に

つ
い
て
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
徴
収
し
、
そ
の
徴
収
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
10
日
ま
で

に
、
法
施
行
規
則
第
５
号
の
８
様
式
又
は
法
施
行
規
則
第
２
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総

務
大
臣
が
定
め
た
様
式
に
よ
る
納
入
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
、
及
び
そ
の
納
入
金
を
市
に
納
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
40
条
の
７
 
前
条
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
際
、
そ
の
退
職
手
当
等
に

つ
い
て
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
徴
収
し
、
そ
の
徴
収
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
10
日
ま
で

に
、
法
施
行
規
則
第
５
号
の
８
様
式
又
は
法
施
行
規
則
第
２
条
第
４
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総

務
大
臣
が
定
め
た
様
式
に
よ
る
納
入
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
、
及
び
そ
の
納
入
金
を
市
に
納
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
の
手
数
料
）
 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
の
手
数
料
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
61
条
の
２
 
法
第
38
2条

の
２
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
同
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
閲
覧
（
法
第
38
2条

の
４
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
住
所
に
代
わ
る
事
項
の
記
載
を
し
た
も
の
の
閲
覧
を
含
む
。
）
の
手
数
料
は
、
１
回
に
つ
き

30
0円

と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
41
6条

第
３
項
又
は
第
41
9条

第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
期

間
に
お
い
て
納
税
義
務
者
の
閲
覧
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
手
数
料
を
徴
し
な
い
。
 

第
61
条
の
２
 
法
第
38
2条

の
２
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
同
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
閲
覧
の
手
数
料
は
、
１
回
に
つ
き
30
0円

と
す
る
。
た

だ
し
、
法
第
41
6条

第
３
項
又
は
第
41
9条

第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
期
間
に
お
い
て
納
税
義

務
者
の
閲
覧
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
手
数
料
を
徴
し
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
手
数
料
）
 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
手
数
料
）
 

第
61
条
の
３
 
法
第
38
2条

の
３
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明

書
（
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
交
付
（
法
第
38
2条

の
４

に
規
定
す
る
当
該
証
明
書
に
住
所
に
代
わ
る
事
項
の
記
載
を
し
た
も
の
の
交
付
を
含
む
。
）
の
手
数

料
は
、
証
明
書
１
枚
ご
と
に
30
0円

と
す
る
。
 

第
61
条
の
３
 
法
第
38
2条

の
３
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明

書
（
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
交
付
手
数
料
は
、
証
明
書

１
枚
ご
と
に
30
0円

と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

 

附
 
則
 

 

第
６
条
の
３
の
２
 
平
成
22
年
度
か
ら
令
和
20
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所

得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
又
は
第
41
条
の
２
の
２

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
又
は
平
成
21
年
か
ら
令

和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
22

条
の
３
及
び
第
22
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

第
６
条
の
３
の
２
 
平
成
22
年
度
か
ら
令
和
15
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所

得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
又
は
第
41
条
の
２
の
２

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
又
は
平
成
21
年
か
ら
令

和
３
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
22

条
の
３
及
び
第
22
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
15
条
の
３
 
（
略
）
 

第
15
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
う
ち
、
租
税
特
別
措
置
法
第
８
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
上
場
株
式
等
の

配
当
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
配
当
所
得

に
係
る
部
分
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
特
定
上
場
株
式

等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
き
同
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
限
り
適
用
す

る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
う
ち
、
租
税
特
別
措
置
法
第
８
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
上
場
株
式
等
の

配
当
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
配
当
所
得

に
係
る
部
分
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
当
該
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
の
支
払
を

受
け
る
べ
き
年
の
翌
年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
市
民
税
に
つ
い
て
特
定
上
場
株
式
等
の
配

当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
き
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
の
あ
る
第
21
条
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限

り
適
用
す
る
も
の
と
し
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
特
定

上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
22
条
の
３

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
他
の
特

定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

第
21
条
第
４
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

第
21
条
第
４
項
第
１
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も

提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
。
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
市
民
税
の

課
税
の
特
例
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
市
民
税
の

課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
の
２
 
（
略
）
 

第
16
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務

者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
第
33
条
か
ら
第
33
条
の
４
ま
で
、
第
34
条

か
ら
第
35
条
の
３
ま
で
、
第
36
条
の
２
、
第
36
条
の
５
、
第
37
条
、
第
37
条
の
４
か
ら
第
37
条
の
６

ま
で
又
は
第
37
条
の
８
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
１
項
に
規

定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
前
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め

の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
 

 

３
 
第
１
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務

者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
第
33
条
か
ら
第
33
条
の
４
ま
で
、
第
34
条

か
ら
第
35
条
の
３
ま
で
、
第
36
条
の
２
、
第
36
条
の
５
、
第
37
条
、
第
37
条
の
４
か
ら
第
37
条
の
６

ま
で
、
第
37
条
の
８
又
は
第
37
条
の
９
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡

は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
前
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地

等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
 

 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
18
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

第
18
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
分
の
所
得
税
に
係
る
第
25
条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載

が
あ
る
と
き
に
限
り
、
適
用
す
る
。
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
４
月
１
日
の
属
す

る
年
度
分
の
特
例
適
用
配
当
等
申
告
書
（
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ

れ
た
次
に
掲
げ
る
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
前
項
後
段
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
特
例
適
用
配
当
等
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
同
項
後
段
の
規
定
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改
正
後
 

改
正
前
 

を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

第
25
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

第
25
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
に
掲
げ
る
申
告

書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
確
定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

５
 
（
略
）
 

 

５
 
（
略
）
 

 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
18
条
の
３
の
３
 
（
略
）
 

第
18
条
の
３
の
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
分
の
所
得
税
に
係
る
第
25
条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載

が
あ
る
と
き
に
限
り
、
適
用
す
る
。
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
４
月
１
日
の
属
す

る
年
度
分
の
条
約
適
用
配
当
等
申
告
書
（
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ

れ
た
次
に
掲
げ
る
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
前
項
後
段
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
条
約
適
用
配
当
等
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
同
項
後
段
の
規
定

を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

第
25
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

第
25
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
に
掲
げ
る
申
告

書
が
提
出
さ
れ
た
と
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
確
定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

６
 
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
（
第
３
項
後
段

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
第
22
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
１
項
中
「
又
は
同
条
第
６
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
３
項
前
段

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
（
以
下
「
条
約
適
用
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
が
生
じ
た

年
分
の
所
得
税
に
係
る
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
旨
及
び
当
該
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
、
当
該
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
条
約
適
用
配
当

等
の
額
に
つ
い
て
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
44
年
法
律
第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条

の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
及
び
法
第
２
章
第
１
節
第
５
款
の
規
定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
と

き
、
又
は
第
21
条
第
６
項
」
と
、
同
条
第
３
項
中
「
法
第
37
条
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
条
約
等

６
 
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
（
第
３
項
後
段

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
第
22
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
１
項
中
「
又
は
同
条
第
６
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
３
項
前
段

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
（
以
下
「
条
約
適
用
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
が
生
じ
た

年
の
翌
年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
申
告
書
に

こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
当
該
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に

関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
（
条
約
適
用
配
当
等
申
告
書
に
こ
れ
ら
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ

い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
条
約
適
用

配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
条
約
適
用
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
租
税
条
約

等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
44
年
法

律
第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
及
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改
正
後
 

改
正
前
 

実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
37
条
の
４
」

と
す
る
。
 

 

び
法
第
２
章
第
１
節
第
５
款
の
規
定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
と
き
、
又
は
第
21
条
第
６
項
」

と
、
同
条
第
３
項
中
「
法
第
37
条
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の

２
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
37
条
の
４
」
と
す
る
。
 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）
 

第
31
条
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
２
年
法
律
第
25
号
）
第
５
条
第
４
項
に
規
定
す

る
指
定
行
事
の
う
ち
、
市
長
が
指
定
す
る
も
の
の
中
止
若
し
く
は
延
期
又
は
そ
の
規
模
の
縮
小
に
よ

り
生
じ
た
当
該
指
定
行
事
の
入
場
料
金
、
参
加
料
金
そ
の
他
の
対
価
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
権
利
の

全
部
又
は
一
部
の
放
棄
を
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
内
に
し
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義

務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す
る
年
中
に
法
附
則
第
60
条
第
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
放
棄
払

戻
請
求
権
相
当
額
の
法
第
31
4条

の
７
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
支
出
し
た
も
の
と
み
な

し
て
、
第
22
条
の
６
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

第
31
条
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
２
年
法
律
第
25
号
。
次
条
に
お
い
て
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
４
項
に
規
定
す
る
指
定
行
事
の
う
ち
、
市

長
が
指
定
す
る
も
の
の
中
止
若
し
く
は
延
期
又
は
そ
の
規
模
の
縮
小
に
よ
り
生
じ
た
当
該
指
定
行
事

の
入
場
料
金
、
参
加
料
金
そ
の
他
の
対
価
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
権
利
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
を

同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
内
に
し
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た

日
の
属
す
る
年
中
に
法
附
則
第
60
条
第
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
の
法
第

31
4条

の
７
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
支
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
22
条
の
６
の
規

定
を
適
用
す
る
。
 

 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）
 

＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
＿
＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
32
条
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法

第
６
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
15
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
16
年
度
」
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

２
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
第
６

条
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
15
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
17
年
度
」
と
、
「
令
和
３
年
」

と
あ
る
の
は
「
令
和
４
年
」
と
す
る
。
 

 

 
（
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
納
期
に
関
す
る
特
例
）
 

    

第
33
条
 
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
55
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
第
１
期
 
４
月
16
日
か
ら
同
月
30
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
１
期
 
５
月
16
日
か
ら
５

月
31
日
ま
で
」
と
す
る
。
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新
潟
県
柏
崎
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
３
年
６
月
２
２
日
条
例
第
３
５
号
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
中
略
）
 

（
中
略
）
 

第
25
条
の
３
の
３
第
１
項
中
「
扶
養
親
族
（
」
の
次
に
「
年
齢
16
歳
未
満
の
者
又
は
」
を
加
え
、
 

「
有
し
な
い
者
を
除
く
」
を
「
有
す
る
者
に
限
る
」
に
改
め
る
。
 

 

第
25
条
の
３
の
３
第
１
項
中
「
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
」
を
「
年
齢
16
歳
未
満
の
者
に
限
 

る
」
に
改
め
る
。
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